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 危険物の表示に関するお詫びとお知らせ 

 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたびシーカ・ジャパン株式会社（社長：マルコ・アマン、本社：東京都）が製造販売しております 

別紙表 1 の一部製品において、消防法における危険物の表示に関する表記不足があることが判明

いたしました。該当製品をお買い上げいただきましたお客様ならびに関係各位にはご迷惑をおかけ

いたしますことを深くお詫び申し上げます。 

大変恐縮ではございますが、お手元の対象製品に関しましては、運搬・貯蔵および取扱いの管理

状態が該当危険物に対応した処置になっているかご確認いただき、必要に応じて是正処置をお願

いいたします。 

本件は、弊社内にて自主的な表示点検をおこなった際に製品パッケージに表示不足を発見し、監

督官庁へ報告を行いました。 監督官庁の指導のもと、正しい表示に是正した製品の出荷準備を可

及的速やかに進めます。 なお、弊社が把握している範囲に限りますが、本件による事故等は発生し

ておりません。 

弊社といたしましては、今後同じことが起きないよう再発防止に徹底して取り組んでまいります。何

卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

 

 

 



 

表１ 

 

製品名 
対象危険物 

の容量 

梱包箱（段ボール） 硬化剤 個装 (パウチ) 

誤 正 誤 正 

Hamatite 

SC-PS2 

硬化剤 

0.74L×2/ケース 
表示なし 

火気厳禁 第四類第三石油類 

非水溶性 危険等級Ⅲ 

ポリサルファイド 

1.48L (0.74L×2) 

表示なし 

火気厳禁 第四類第三石油類 

非水溶性 危険等級Ⅲ 

ポリサルファイド 

0.74L 

Hamatite 

SC-SR2 

硬化剤 

0.22L×2/ケース 
表示なし 

火気厳禁 第四類第三石油類 

非水溶性 危険等級Ⅲ 

シリコーン 

0.44L (0.22L×2) 

表示なし 

火気厳禁 第四類第三石油類 

非水溶性 危険等級Ⅲ 

シリコーン 

0.22L 

 

「第四類第三石油類 非水溶性」の場合、危険物の指定量が 2,000L になります。その為、在庫保管

量について再度ご確認いただけますようお願い申し上げます。また、「第 4 類第三石油類（危険等級

Ⅲ）」とは消防法に規定する引火点測定試験において引火点が 70℃以上 200℃未満の液体のものを

いいます。保管時は直射日光、火気を避けてください。また取り扱い場所においては火気厳禁でお願

いします。 
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別紙 ： 参考資料 

参考資料-1） 

危険物第四類第三石油類の指定数量   

危険物種別 指定数量 指定数量の 1/5 

第四類 第三石油類 非水溶性液体 2,000Ｌ 400Ｌ 

指定数量以上の危険物を作業現場で臨時に貯蔵、取り扱う場合には所轄の消防本部または消防署

長に、また、消防本部等のない市町村では 市町村長に申請して、仮貯蔵や取り扱いの承認を受ける

必要がある。  危険物品名を異にする２以上の危険物を同一の場所で貯蔵、取り扱う場合にも、品名

ごとの数量をそれぞれの指定数量で除して、その商の和が１以上になるときは、指定数量以上危険物

を貯蔵し、または取り扱っているものとみなされる。  但し、例えば第四類の危険物は、第二類の内の

引火性固体に属するもの、あるいは非危険物である指定可燃物の内の可燃性固体類や可燃性液体類

に属するものとは、類別ごとに纏めてそれぞれ 1ｍ以上の間隔を置けば同時貯蔵することができる。 但

し、指定数量の 1/5 以上、１未満の危険物の貯蔵、取り扱いは市町村の火災予防条例により規制の対

象となるため管轄の消防署に届け出なければならない。 

【出展 ウレタン塗膜防水ハンドブック 日本ウレタン建材工業会発行】 

 

参考資料-２） 

運搬時の注意点 

＜危険物を安全に運搬するための基準＞ 

・容器に激しい摩擦や動揺が起きないようにする。 

・運搬中に災害が発生する恐れが生じた場合は、応急措置を講じると共に、最寄りの消防機関に通報

する。 

＜指定数量以上の危険物を運搬するとき＞ 

・消火設備を備える。 

・0.3m 四方の地が黒色の板に黄色の文字で「危」の標識を車両の前後の見やすい所に掲示する。（移

送の場合は、標識のサイズが 0.3m 平方以上 0.4m 平方以下になります。ご注意下さい。） 

『危』の標識 

 

 


